
お客さま各位 

職員のマスク着用について

政府の基本的対処方針におけるマスク着用の考え方につ

きましては「個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断が

基本」とされております。

よって、令和６年４月１日（月）より当金庫職員のマス

ク着用につきましては「個人の判断」とすることにいたし

ました。

マスクを着用する職員と着用しない職員が執務すること

がございますが、何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い申

し上げます。

北見信用金庫


